
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空調機の、少なくともファンユニット（１６）、空気分配バルブ（１８，２０）、及び
温度調節器（２２，２４）への制御出力を持つマイクロコンピューターに基づく制御装置
（１２）に接続された接触感知ディスプレースクリーンを持つ制御パネル（１０）を有す
る車輛空調用設定システムにおいて、　前記ディスプレースクリーンは、少なくとも空気
流量、空気分配、及び空気温度の現在の設定、及び利用可能な設定オプションを、アナロ
グシンボル表示の形態で表示するようになっており、該表示は現在の設定を変化させるた
めの接触に応じるものとなっており、該アナログシンボル表示は、利用可能な設定値の連
続した範囲を表す連続した表面を画成する幾何学的図形を各々有し、現在の設定値は、前
記連続した表面内の視覚的に強調されたマークによって示されるようになっており、また

空気分配の現在の設定 、各頂点が空気が向けられる異なる位置を表し
ている三角形の表面領域内における移動可能なドットによって表されることを特徴とする
、設定システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の設定システムにおいて、前記アナログシンボル表示は、スライダーバ
ーを含む、設定システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の設定システムにおいて、前記スライダーバーは、全体に矢印形状であ
る、設定システム。
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【請求項４】
　請求項２に記載の設定システムにおいて、前記スライダーバーは、現在の設定の数値を
表示するデジタルディスプレーフィールドと組み合わされている、設定システム。
【請求項５】
　請求項２に記載の設定システムにおいて、温度設定が前記スライダーバーによって表さ
れる、設定システム。
【請求項６】
　請求項２に記載の設定システムにおいて、空気流量設定が、前記スライダーバーによっ
て表される、設定システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車輛空調用設定システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
車輛用空調装置の複雑な快適装置の自動化が進むにつれて、個々の設定が益々複雑になり
、困難になってきた。例えば、個々の空気容積分布等の特定の設定は、車輛の空調装置の
大部分で、もはや全く不可能である。これらは、単に、「標準（Ｎｏｒｍａｌ）」、「自
動」、「霜取り」、「上方」、及び「下方」等の標準的設定に代えられている。「標準」
又は「自動」設定を除くこれらのオプションは、値が限定されており、これらのうち、ほ
んの短時間以上有効なものはない。明らかに、車輛空調用の従来の設定システムには人間
工学が欠けている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、人間工学的機能と関連して設定を個々に行うことができる車輛空調用設定シス
テムを提供する。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　設定システムは、 空調機のファンユニット、空気分配バルブ、及び温度調節

制御出力を持つマイクロコンピューターに基づく制御装置に接続された接触感知デ
ィスプレースクリーンを持つ制御パネルを有する。ディスプレースクリーンは、

（ｉ）空気流量、（ｉｉ）空気分配、及び（ｉｉｉ）空気温 在の設定、及び利用
可能な設定オプションを、アナログシンボル表示の形態で表示するようになっており、該
表示は現在の設定を変化させるための接触に応じるものとなっている。本発明の設定シス
テムでは、使用者は、現在の設定及び利用可能な設定オプションをディスプレースクリー
ンを一瞥しただけで容易に理解する。指先でディスプレースクリーン上のアナログシンボ
ル表示に触れ、前記シンボル表示の利用可能な表示領域内で移動するだけで現在の設定が
変化し、直ちに視覚化される。
【０００５】
　 、アナログシンボル表示は、利用可能な設定値の連続した範囲
を表す連続した表示を画成する幾何学的図形を各々含み、現在の設定値は、前記連続した
表面内の視覚的に強調されたマークによって示される。使用者は、三角形やスライダーバ
ー等の僅か数個の幾何学的図形に基づき、ディスプレースクリーン上で現在の設定及び利
用可能な設定オプションを容易に認識する。

【０００６】
本発明の有利な実施例において、頭部領域、胸部領域、及び脚部領域についての通常の３
個のベントを通して分配される空気の容積は、常に１００％であると仮定される。この空
気容積は、頭部領域、胸部領域、及び脚部領域への空気流についての百分率で分割されな
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本発明においてはさらに
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。



ければならない。現在設定された空気分配は、正三角形において「重みつき焦点（ｗｅｉ
ｇｈｔｅｄ　ｆｏｃａｌ　ｐｏｉｎｔ）」によって示される。三角形の頂点は、三つの空
気空間、即ち頭部領域、胸部領域、及び脚部領域を象徴的に表す。この場合、三角形の表
面領域内の焦点の位置が、これらの領域の各々への分配の割合を表す。「重みつき焦点」
を三角形内で移動したとき、制御装置は、これを、現在の空気分配を変更するコマンドと
理解し、適当な制御信号を空調機の対応する空気分配バルブに送出する。
【０００７】
本発明のこの他の特徴及び利点は、添付図面を参照して以下の説明を読むことにより理解
されよう。
【０００８】
【発明の実施の形態】
図１を参照すると、車輛空調用設定システムが概略に示してある。制御パネル１０が車輛
のダッシュボードと一体化されている。制御パネル１０は、接触感知ディスプレースクリ
ーンである。制御パネル１０は、以下に更に詳細に説明するように、温度設定及び空気容
積設定についてのシンボル表示をディスプレーする。制御パネル１０は、マイクロコンピ
ューターに基づく制御装置１２にバス１４を通して接続されている。制御装置１２は、フ
ァンユニット１６を駆動するための出力、左右の空気バルブユニット１８、２０への制御
出力、及び左右の温度調節器２２、２４への制御出力を有する。
【０００９】
図２を参照すると、制御パネル１０のシンボル表示には、左側及び右側の温度を設定する
ための二つの矢印形状垂直方向スライダーバーシンボル、全空気容積用の一つの矢印形状
水平方向スライダーバーシンボル、及び左側及び右側での現在設定された空気分布を表す
ドットを各々備えた二つの三角形が含まれる。温度用のスライダーバーシンボルの各々は
、現在の温度設定を数値で表示する数値ディスプレーフィールドと組み合わされてている
。空気容積用のスライダーバーシンボルは、現在の設定を利用可能な全容積の百分率とし
て表示する数値ディスプレーフィールドと組み合わされてている。三角形シンボルの各々
のドットは、頭部ベント、脚部ベント、及び胸部ベント間の現在の空気分配を示す。ドッ
トが三角形の三つの角のいずれかに近ければ近い程、対応する空気ベントから多くの空気
が排出される。例えば、図２では、左側の三角形のドットが中央にあり、空気分布が均衡
していること（３３％が頭部、３３％が脚部、３３％が胸部）を示し、右側の三角形は胸
部ベントについての１００％設定を示す。他の例は、図３、図４、及び図５から容易に明
らかである。
【００１０】
現在の設定のうちの任意の設定を変化させるため、制御パネル１０の対応するシンボルに
指先で触れる。シンボルが強調され、それが調節できることが示される。例えば、図６で
は、左側スライダーバーに触れ、バーを上方に「移動」し、温度値を上昇させることを示
す。図７では、左側三角形のドットに触れ、それを左方に「移動」し、胸部ベントからの
空気容積の割合を上昇させることを示す。図８では、水平方向スライダーバーに触れ、バ
ーを右方に「移動」し、全てのベントに供給される全空気容積を増大させることを示す。
全ての場合において、調節の完了は、「ダブルクリック」によって、又は制御パネル１０
から指先を離すだけで、合図できる。制御パネル１０上のシンボルの各々の設定は、制御
装置１２によって翻訳処理され、ファンユニット１６、左右の空気バルブユニット１８、
２０、及び左右の温度調節器２２、２４に適した制御信号に変換される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の設定システムのブロックダイヤグラムである。
【図２】システムの接触感知ディスプレースクリーン上に見える様々な設定を示す図であ
る。
【図３】システムの接触感知ディスプレースクリーン上に見える様々な設定を示す図であ
る。
【図４】システムの接触感知ディスプレースクリーン上に見える様々な設定を示す図であ
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る。
【図５】システムの接触感知ディスプレースクリーン上に見える様々な設定を示す図であ
る。
【図６】接触感知ディスプレースクリーンについての作動状態の詳細を示す図である。
【図７】接触感知ディスプレースクリーンについての作動状態の詳細を示す図である。
【図８】接触感知ディスプレースクリーンについての作動状態の詳細を示す図である。
【符号の説明】
１０　制御パネル
１２　制御装置
１４　バス
１６　ファンユニット
１８　左側空気バルブユニット
２０　右側空気バルブユニット
２２　左側温度調節器
２４　右側温度調節器
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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